
所得階層
一人当たりGNI
（平成24年）

うち貧困国

アフガニスタン、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガンビア、カンボジ
ア、ギニア、ギニアビサウ、コモロ、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、ソマ
リア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ニジェール、ネパール、
ハイチ、バングラデシュ、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マダガスカ
ル、マラウイ、マリ、南スーダン、ミャンマー、モザンビーク、リベリア、ル
ワンダ

中進国を超える
所得水準の
開発途上国

US$ 7,116以上
US$12,615以下

アルゼンチン、カザフスタン、ガボン、コスタリカ、スリナム、セーシェル、
トルコ、パナマ、パラオ、ブラジル、ベネズエラ、ボツワナ、マレーシア、南
アフリカ、メキシコ、モーリシャス、ルーマニア、レバノン

中所得国
US$ 1,966以上
US$ 4,085以下

アルバニア、アルメニア、イラク、インドネシア、ウクライナ、エジプト、エ
ルサルバドル、ガイアナ、カーボヴェルデ、グアテマラ、グルジア、コソボ、
コンゴ共和国、シリア、スリランカ、スワジランド、パラグアイ、フィリピ
ン、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、ミクロネシア、モルドバ、モロッ
コ、モンゴル

中進国
US$ 4,086以上
US$ 7,115以下

アゼルバイジャン、アルジェリア、イラン、エクアドル、グレナダ、コロンビ
ア、ジャマイカ、セルビア、セントビンセント・グレナディーン、セントルシ
ア、タイ、中国、チュニジア、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トルクメニスタ
ン、トンガ、ナミビア、ブルガリア、フィジー、ベラルーシ、ペルー、ボスニ
ア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、マーシャル諸島、モルディブ、モンテネグ
ロ、ヨルダン、リビア

（注）アフガニスタン、ソマリア、ミャンマー、ルワンダ、イエメン、ジブチ、イラク、シリア、ベリーズ、アルジェリア、イラン、リビア、アルゼンチンにつ

いては、世銀ガイドラインにおいて平成24年度の一人当たり国民総所得が記載されていないところ、平成23年度と同じ所得階層に位置づけている。

主要国所得階層別分類（国連及び世銀の分類による。）

Ｌ Ｄ Ｃ
アンゴラ、イエメン、キリバス、サモア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、
ジブチ、スーダン、赤道ギニア、ソロモン諸島、セネガル、ツバル、バヌア
ツ、東ティモール、ブータン、モーリタニア、ラオス、レソト

貧 困 国 US$ 1,035以下 キルギス、ケニア、ジンバブエ、タジキスタン

低所得国
US$ 1,036以上
US$ 1,965以下

インド、ウズベキスタン、ガーナ、カメルーン、コートジボワール、ナイジェ
リア、ニカラグア、パキスタン、パプアニューギニア、ベトナム


